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１ 趣旨

この要項は、魚沼市医師等修学資金貸与条例及び同条例施行規則に基づき、魚沼市立の

医療機関において医師、魚沼市内の医療機関において看護師、保健師又は助産師（以下「看

護師等」という。）の業務に従事する意思を有し、かつ、成績優秀にして心身共に健全で修

学のための経済的な支援を行うことが適当である方に対し、修学資金を貸与するにあたり、

必要な事項を定めたものです。

２ 募集予定人数

医師・看護師等 各々若干名

３ 申込資格

次の(1)から(4)までに掲げる事項を全て満たす方に修学資金を貸与します。

(1) 医師又は看護師等の資格を取得できる大学、学校又は養成所（以下「大学等」とい

う。）へ入学予定であること又は在学していること。（入学手続を終えた方を含む。）

(2) (1)の大学等を卒業した後、魚沼市立医療機関で医師、魚沼市内医療機関で看護師

等の業務に従事する意思があること。

(3) 医師等の充実に資することを目的とした他市区町村の修学資金やその他これに類

似する資金の貸与を受けていないこと。（ただし、魚沼市医療公社の修学資金の併用

は可）

(4) (3)で掲げた資金の貸与を受ける見込みがないこと。

４ 修学資金の貸与月額

(1) 医師（私立大学） ３００，０００円

(2) 医師（国公立大学） １５０，０００円

(3) 看護師等 ５０，０００円

５ 返還（免除）及び利息

(1) 医師

初期臨床研修を指定の医療機関で修了後、市立医療機関に常勤の医師として従事した

期間が、修学資金貸与期間の１．５倍の期間に達したときは返還を全額免除します。

〇指定医療機関

・魚沼基幹病院 ・長岡赤十字病院

・新潟大学医歯学総合病院 ・東京慈恵会医科大学付属病院

・新潟県立十日町病院

(2) 看護師等

市内医療機関に常勤の看護師等として従事した期間が、修学資金貸与期間の１．２５

倍の期間に達したときは、返還を全額免除します。
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(3) 返還

(1)又は(2)の返還免除要件を満たすことができなかった場合は、原則、無利子による

一括返還をしていただきます。ただし、特別な事情がある場合は、法定利率で計算した

利息を付けて分割返還（月賦又は半年賦）していただきます。その際の返済期間は、貸

与を受けた期間とします。

６ 貸与期間

令和８年４月から学校等を卒業するまでの最短修業期間

７ 提出する書類

(1) 魚沼市医師等修学資金貸与申請書

(2) 誓約書

(3) 住民票謄本（世帯員全員が記載されているもの。続柄、本籍記載は不要）

(4) 在学証明書（原本）又は入学を証明できる書類の写し

・大学等に在学中の方は在学証明書（原本）、令和８年４月入学予定の方は入学を

証明できる書類の写しを提出してください。

(5) 学業成績証明書（本人開封無効）

・大学等に在学中の方は申請時までの大学等の成績、令和８年４月入学予定の方は、

高等学校等における第３学年の１学期及び２学期の学習成績（大検等合格者は除

く。）を提出してください。

(6) 市区町村役場発行の所得証明書

・本人（修学生）と生計を一にする世帯員のうち、所得、収入の証明が得られる方

の令和６年分の所得を証明するもの

(7) 給与等支払（見込）額証明書

・本人（修学生）と生計を一にする世帯員のうち、令和７年１月以降新たに就職又

は転職した方について必要となります。

(8) 控除額算出表

・別紙１の認定所得金額を算出する際の特別控除額を決定するために必要となりま

す。注意：(7)及び(8)は該当のある場合のみ提出が必要になります。

８ 申込期間

令和７年１０月２４日(金)から令和８年１月３０日(金)まで

ただし、採用予定人数に余裕がある場合は、４月末日まで延長します。

９ 提出先及び提出方法

市民福祉部 健康増進課 地域医療係（本庁舎２階１４番窓口）に持参してください。
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10 候補者の選考及び通知

提出された書類及び２月頃の面接により選考し、３月上旬頃までに選考結果を通知しま

す。ただし、申込みが２月以降となった場合は別途通知します。

11 修学資金の貸与時期

毎月２５日に貸与します。ただし、初年の４月分は５月分とあわせて貸与します。

12 連帯保証人

修学資金貸与を受ける際には、連帯保証人２人が必要です。原則として１人は保護者と

し、他の１人は保護者と世帯を別にし、独立の生計を営み、債務を弁済する能力を有する

方とします。

13 借用証書の提出

候補者は、魚沼市医師等修学資金貸与選考結果通知書に定められた期日までに、本人及

び連帯保証人２人と連署のうえ「魚沼市医師等修学資金借用証書」を提出しなければなり

ません。(連帯保証人の実印の押印、印鑑証明書、収入に関する証明書、納税証明書が必要

となります。)なお、魚沼市医師等修学資金借用証書は選考結果通知の際に同封します。

14 その他

(1) この修学資金と、魚沼市教育委員会が募集する「魚沼市奨学金」の併願は可能です

が、修学資金と奨学金を併せて借り入れすることはできません。よって、併願の結果、

どちらも貸与決定された場合は、一方を辞退していただくことになります。

(2) この修学資金の貸与が採用を約束するものではありません。採用試験において不採

用となった場合は一括返還となります。

15 問い合わせ先

〒946-8601 魚沼市小出島 910 番地 魚沼市 市民福祉部 健康増進課 地域医療係

電話：025-792-1436 FAX：025-792-9500

E-mail：newhospital@city.uonuma.lg.jp
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別紙１

認定所得金額は、提出いただく書類をもとに健康増進課 地域医療係で算定します。

認定所得金額とは、修学のための経済的な支援を行うことが適当であるか否かを判断する

ために一定の基準により算定するもので、本人と生計を一にする世帯員の１年間の総収入金

額を次の(ｱ)、(ｲ)により計算した所得金額(Ａ)から、別表の特別控除額(Ｂ)を控除した金額

をいいます。

所得金額 (Ａ)

(ｱ) 給与所得の場合

(注) 万円未満は切り捨て

(注) 年間総収入金額は、市区町村役場発行の所得証明書に記載の給与収入額とする。

(ｲ) 給与所得以外の場合

営業等所得、農業所得、雑所得（公的年金等）については、市区町村役場発行の所得

証明書に記載の所得金額とする。

年間総収入金額 給与所得金額

３２９万円以下の場合 ０円

３３０万円以上４００万円以下の場合 収入金額×０.８－２６３万円

４０１万円以上８７８万円以下の場合 収入金額×０.７－２２３万円

８７９万円以上の場合 収入金額－４８６万円
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別表 特 別 控 除 額 表

備考 １ (a)欄の「(2)就学者のいる世帯であること。」の控除は、申込者本人を除く世帯

員を対象とする控除である。該当する場合は控除額算出表を提出すること。

２ (b)欄は、申込者本人のみを対象とした控除である。

３ 該当する特別な事情が２以上ある場合は、それらの控除額をあわせて控除するこ

とができる。

区分 特別の事情 特 別 控 除 額 （Ｂ）

(a)

世

帯

を

対

象

と

す

る

控

除

(1)母子･父子家庭であ

ること。
４９万円

(2)就学者のいる世帯で

あること。

(児童･生徒･学生 1人につき)

※申込者本人を除く。

小 学 校 ８万円

中 学 校 １６万円

自宅通学 自宅外通学

高等学校 ２８万円 ４７万円

高等専門学校 ３６万円 ５５万円

大 学
国・公立 ５９万円 １０２万円

私 立 １０１万円 １４４万円

専修学校
国・公立 ２２万円 ６２万円

私 立 ７２万円 １１２万円

(3)障害者のいる世帯で

あること。

障害者１人につき ８６万円

(障害者手帳の写しなどの証明書類必要)

(b)

本と

人す

をる

対控

象除

令和８年４月に進学を

予定する学生が、修学資

金貸与を申請する場合
５９万円

すでに在学している学

生が、修学資金貸与を申

請する場合

本表「(a)世帯を対象とする控除」の(2)欄で、該当

する学校及び通学区分に記載されている金額


